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2025 年度総会兼 4 月例会を行い

ました 
2024 年度活動報告 

月例会をほぼ毎月第 1 火曜日にりぶら（岡崎中央図書館）で行いました。今年もほぼ町内会問

題に終始した一年でした。 

例会への参加者は問題を抱える町内会のみなさんの参加があり、常時 10 数名の参加を得まし

た。 

 

町内会問題については 7 月 9 日、岡崎市総代連絡協議会に要望書を出し、連絡協議会からは各

町内会へ改善を求める文書が送付されました（別紙）。この文書でどれほどの町内会が会計処理

の適正化を図るか今後もチェックして行く必要がありますが、大きな成果です。 

問題をお持ちの町内会のみなさんの問題について、その時々に直接話を聞き、一緒になって対

策も考えてきました。ある町内会では、神社会計が町内会会計から分離され、不完全ではあるも

のの任意徴収に変わりました。ほかの町内会では、学区総代会が活動手当をお手盛りで作ってい

たのを廃止させました。当会では、町内会業務委託費の支出について不当利得だとして、住民監

査請求を出しましたが、残念ながら（監査結果は別紙のとおり）門前払いでした。 

 

岡崎市美術館の条例に基づかない岡崎警察署への無料貸出しに対して適正な手続きをとるよう

要望し、今後注意していく旨の回答を得ました。なお、警察署の移転に伴って問題は解消しまし

た。 

 

岡崎市議会選挙を前に、市議会議員の議会での活動を一般質問の回数を調査してニュースで発

表しました。市役所の記者クラブにも持ち込みました。 

 

「市民オンブズ岡崎」のニュースについては、136 号から 140 号まで 5 回発行することが出来

ました。 
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2024 年度会計報告 

会計報告  2024/2/06～2025/3/31 

  
新年度会費等事前入出金 含む 

      

収入の部 支出の部 

費目 金額 費目 金額 

前年度繰越金 1,616 通信費 19,052 

会費 51,000 振込料金 352 

カンパ 57,000 ガス代 0 

    電話代 0 

    情報公開料 15,190 

    印刷費 5,515 

    例会会場費 9,240 

    その他（全国オンブズ会費他） 40,338 

    次年度繰越金 19,929 

合計 109,616 合計 109,616 

    

諸物価高騰のため、会費を 2026年度会費から 5000 円に改定することが決まりま

した。 

2025 年度活動計画案 

昨年度からの継続事項を行いながら、新たな課題が出てきた場合は対応していくこととします。

町内会問題については会計行為から 1 年を経過しているということで却下という結果でしたの

で、令和 6年度会計について情報公開請求をして再度住民監査請求をしたい。 

町内会問題についてはいろいろな経験の蓄積ができましたので、学習会などを企画することも

考えていきたい。指定管理者委託事業についてどんな問題があるのか、契約状況の調査を開始し

ます。 

 

2025 年度役員について ことしも留任となりました 

代表兼会計を渡邉研治 

       事務局長 天野茂樹  となっています。 

次回例会 ５月６日（火）ＰＭ6時 30分～ 

りぶら（岡崎中央図書館）１０２Ｂ会議室 
その後の例会は 6 月 3 日（火）、7 月 1 日（火）となります。 

 

財政的基盤がない団体です。少しでも協力いただける方は会費やカンパをお願いします。 
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くやしい門前払いの監査結果 
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岡崎市総代会連絡協議会が各町内会に要望書送付 
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